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令和３年度 札幌市保育人材イメージアップ事業企画業務 

企画提案仕様書 

 

１  業務名 

令和３年度 札幌市保育人材イメージアップ事業企画業務 

 

２  業務概要 

保育職を目指す次世代の人材を増やしていくことを目的として、進路や職業選

択について考え始める中高生やその保護者、中高生の進路選択を支援する学校関

係者をメインターゲットに、保育人材のイメージを向上させる施策の企画・運営

を行う。  

 

３  契約期間 

契約日から令和４年３月 31 日  

       

４  業務内容 

令和２年度までに開始した事業を継続して実施するほか（下記（１））、保育人

材のイメージアップに関する新たな施策等の企画・運営を行うこと（下記（２）。

以下「令和３年度追加事業」という。）。令和３年度追加事業の内容は、企画提案

の結果によって札幌市と受託者で協議のうえ決定すること。 

また、受託者は決定した事業内容に基づく制作、運営などの業務全般を行い、

それに係る連絡調整および費用の支払い等を行うこと。 

なお、全ての業務に共通して、当事業において作成したキャッチコピー・シン

ボルマーク「#WE LIKE 保育！」、マスコットキャラクター「ほいくん」等を積極

的に活用し、これらの認知度を高めること。 

シンボルマーク 

「#WE LIKE 保育！」 

 

 

 

 

 

マスコットキャラクター 

「ほいくん」 

 
 
 
 

 

 

詳細は以下のとおり。 

 

(1)  令和２年度までに開始した事業の継続実施 

① 専用ホームページの運用 

令和元年度に作成した専用ホームページ「#WE LIKE 保育！」の運用を行う

こと。また、当ホームページの認知度が高まるような仕組みを企画・実施する

こと。 

【ホームページアドレス】http://www2.city.sapporo.jp/welikehoiku/ 

②  市場調査 

令和２年度と同様、又はそれ以上の規模（令和２年度は、高校生 250 人、中

高生の子どもを持つ親 150 人、一般市民 150 人）において、保育士への就業志

望率、保育士へのイメージ等を調査・分析し、報告書にまとめること。 

なお、令和２年度の調査概要は別紙１を参考にすること。 
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(2)  令和３年度追加事業の実施 

①  令和３年度追加事業 

ア 保育職に対するイメージアップに繋がる新たな事業の企画・実施 

実施にあたっては、下記の点に留意すること。 

(ア)  本事業の目的である下記２点を盛り込んだ内容にすること。 

○ 将来の希望職種として保育職を選択する中高生が増えること 

○ 保育職を選択する中高生の気持ちを後押しする保護者や学校関係

者が増えること 

(イ)  対象者に対して、下記をはじめとした保育職の魅力等が伝わるよ

うにすること。 

○ 「子どもの成長を感じられること」などのやりがい 

○ 資格職で、専門性が高く、社会で必要不可欠な職種であること 

○ 待遇に関するマイナスイメージの払拭 

(ウ)  次年度以降も継続的に実施が可能なものとし、例えば下記をはじ

めとした媒体、手法を用いることも検討すること。 

○ 地下歩行空間等の公共施設、公共交通機関の駅や車内、新聞、

SNS、映画館といった多くの市民の目に触れる媒体 

○ 公共交通機関のラッピング広告 

○ フリーイラスト素材・テンプレートの作成 

イ 令和３年度追加事業の対象 

(ア)  札幌市内に在住する中高生 

(イ)  札幌市内に在住する中高生の保護者 

(ウ)  札幌市内に所在する中高校の関係者 

(エ)  札幌市内に所在する認可保育所等に勤務する現役保育士 

② 高校生保育職場体験事業の企画及び実施 

ア 対 象 者：札幌市内に所在する高校に通う高校１～３年生 

イ 参 加 費：無料（交通費・食事代は参加者負担） 

ウ 実施回数：年２回（高校生の夏季・冬季休暇時期） 

エ 定 員：１回当たり 30 名 

オ 実施方法：受託者が行う内容は下記のとおりとし、詳細は委託者と調整す

ること。 

(ア)  事務局を設置し、市内に所在する高校あてに事業周知する。 

(イ)  参加希望者を受付し、希望保育施設との受入調整を実施する。 

(ウ)  参加者向け事前ガイダンスを実施する。 

(エ)  体験アンケート調査等を実施する。 

 新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、実施が困難となる可能性

があるため、高校生職場体験事業と同様に、事業を通じて、高校生が保育職場

で働くことをイメージできるような代替案についても、併せて企画提案するこ

と。 

 

５  業務体制 

受託者は、業務全体を統括し札幌市と連絡・調整等を行う者を１名配置するこ

と。  

 

６  備品等 

受託者の負担において確保すること。  
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７  完了報告書 

受託者は、本業務を完了したときは、速やかに当該委託業務の完了報告書及び

その成果品を委託者に提出すること。また、受託者は前述の業務実施内容につい

て報告書にとりまとめ、事業終了時に提出する。 

作成した報告書は Windows8.1 以上に対応した Word 文書で、事後にテキスト修

正が可能な状態のデータを CD または DVD に保存し納品すること。 

なお、札幌市ホームページ等による広報に使用する場合があるため、業務履行

期間中、必要に応じてイラストや写真等のデータを提出すること。デジタルデー

タは、adobe illustratorCC で加工できるものとする。  

 

８  再委託 

(1)  本業務の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）してはならない。

ただし、業務遂行上本業務の一部を再委託する必要がある場合は、あらかじめ

委託者に申請すること。  

(2)  再委託を行うことが仕様書等の趣旨及び内容と照らし合わせ不適当と認め

られる場合、再委託を承認しないことがある。  

 

９  著作権等について 

(1)  受託者は、委託者に対し、本件契約に基づく成果物に関連する著作権（著

作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含

む。）を譲渡するものとする。 

(2)  受託者は、成果物に関する著作者人格権を、委託者又は委託者が指定する

第三者に対して行使しないものとする。 

(3)  受託者は成果物について、第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許

権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害するものでないことを保証する。

なお、写真や文字等が受託者以外の者の著作物（以下「原著作物」という。）

である場合には、原著作者に説明し、承諾を得るなど必要な手続きを行ったう

えで本業務にあたることとし、原著作物の著作者等と委託者との間に著作権法

等上の紛争が生じないようにする。 

(4)  当該成果物が第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するものであ

った場合、前項の手続きに不備があった場合、その他受託者の責に帰する事由

により原著作物の著作者等と委託者との間に紛争が生じた場合、これによって

生じる責任の一切は、受託者が負うこととする。 

 

１０  情報の管理について 

受託者は、「個人情報の保護に関する法律」及び「札幌市個人情報保護条例」を

遵守して業務を行うこと。 

 

１１  業務上のその他の留意事項 

(1)  受託者は、契約締結後から業務開始までの間に、運営方法等について札幌

市と十分に協議し、業務開始日から円滑に運営できるよう努めること。 

(2)  令和４年度以降の変更後の業務の円滑な運営のため、業務内容等に関して

引継書による引継ぎを行うこと。 

(3)  新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮すること。 

 

１２  環境への配慮について 
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本業務においては、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減

に努めること。 

(1)  電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2)  ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

(3)  両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう

努めること。 

(4)  業務に係る用品等は札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイド

ライン指定品を使用すること。 

(5)  業務に係る従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連に

ついて自覚を持つような研修を行うこと。 

 

１３  その他 

(1)  受託者は本事業の実施に当たり、イベント等を実施した場合、参加者から

費用を徴収してはならない。 

(2)  本業務の遂行に当たっては、委託者である札幌市と連携を密にして作業を

進め、疑義が生じた場合は、札幌市と受託者双方が協議をして、これを処理す

ること。また、札幌市から協議の要請があった際は、速やかに協議に応じるこ

と。 

(3)  本業務の遂行に当たり知り得た一切の事項について、外部への漏洩がない

ように注意すること。また、委託者である札幌市が提供する資料等を第三者に

提供したり、目的以外に使用しないこと。 

(4)  本業務の遂行に当たってクレームが発生した場合については、迅速かつ誠

実な対応を行うとともに、札幌市に報告すること。また、対応できないクレー

ムについては、迅速に札幌市へ報告し対応を協議すること。 

(5)  この仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者双方が協議のう

え決定する。 

 

１４  本件に係る問い合わせ先  

札幌市子ども未来局 支援制度担当部 保育推進課 保育企画係 担当：岡田 

〒060-0051 

札幌市中央区南 1 条東 1 丁目 5 大通バスセンタービル 1 号館 3 階 

（電話）211-2346 （E-mail）hoiku-suishin@city.sapporo.jp 

 


